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海外情報

最近の韓国の牛乳・乳製品需給動向

調査情報部　伊澤　昌栄、　伊佐　雅裕

１　はじめに

　韓国は、ＦＴＡにより酪農家の約４割を占めていた小規模経営が淘汰された一方、生乳生

産量は、酪農経営の大規模化と１頭当たり乳量の増加により、余剰生乳が問題化している。

　国内消費は、消費者の牛乳離れが進んだものの、チーズ人気などにより増加する可能性が

あり、乳業メーカーを中心に消費の刺激を目指した動きがみられる。また、近年、輸入品志

向が高まっている中国市場への輸出を伸ばしている。

【要約】

1997年のアジア通貨危機（以下「通貨危

機」という）の影響を大きく受けた韓国は、

それまでの国内市場保護、対日・対米貿易偏

重から、市場開放・多国間貿易による経済成

長を指向し、2004年４月のチリとの自由貿

易協定（ＦＴＡ）を締結した。これを皮切り

に、2016年１月までに14の国・地域とＦ

ＴＡを締結し、未締結国ともＦＴＡに向けた

交渉および共同研究を行うなど、意欲的に国

際貿易に取り組んでいる。

ＦＴＡにより、工業などの分野では、それ

まで日本製品の輸入が多かった国・地域で低

価格な韓国製品への置き換えに成功した反

面、センシティブ分野である農畜産業の分野

では市場開放を行ったため、ＦＴＡ締結国に

対して自国の牛乳・乳製品市場をほぼ開放す

る結果となった。

本稿では、韓国の牛乳・乳製品について、

ＦＴＡによる需給動向と構造変化を整理し、

今後の見通しについて報告する。

なお、本稿中の為替レートは、１ウォン＝

0.1円（2016年 ７ 月 末 日 Ｔ Ｔ Ｓ 相 場：

0.0951円）を使用した。

２　酪農の概要

韓国の酪農の歴史としては、1200年代に

記された「三国遺事」の中に記述された、牛

飼いが王に牛乳を献上したというものが最古

と言われており、近世までの生乳生産は、王

朝など特権階級向けのものであった。近現代

の酪農は、フランス人が1902年にホルスタ
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イン種20頭を導入・飼養したことから始ま

り、その後、政府が1908年に京
きょんぎ

畿道水
すう

原
ぉん

市

に勧業模範農場を設置して酪農の普及を図

り、日本による併合後も、日本資本による大

規模牧場が設置されるなどして発展した。第

２次世界大戦後の独立時に政治経済の混乱に

より一時衰退したものの、朴
ぱく

正
ちょ

煕
んひ

政権下の

1961年に公布された第１次経済開発５カ年

計画に酪農振興が盛り込まれ、その後の政権

下でも酪農家の育成が行われたことで、活発

な生乳生産が行われてきた。

（１）酪農家戸数

酪農家戸数は、1980年代には経済発展に

よる所得の向上に伴う牛乳・乳製品需要の増

加により増加傾向であったが、90年代に入

ると高齢化や環境問題により減少傾向で推移

し、特に、1997年は通貨危機の影響で１万

7419戸（前年比17.6%減）と大幅に減少し

た（図１）。2009年以降、減少幅は緩やか

になり、2014年は5693戸（同2.3%減）と

なった。

図１　酪農家戸数の推移（経営規模別）

資料：韓国酪農肉牛協会　「韓国乳業統計年報」
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酪農家の経営規模を見ると、通貨危機発生

前の1996年に全体の92.4%を占めていた飼

養頭数49頭以下の層は、2006年には半数

を割り込み、2014年は28.4%まで減少した。

中でも、1996年に39.2%を占めていた１～

19頭の小規模経営は、2014年にはわずか

5.2%に減少しており、酪農家の減少ととも

に小規模経営の淘汰が進んできた。これに対

し、2006年に全体の0.7%にすぎなかった

100頭以上の層は、2014年には22.7%を

占めるまでになった。

（２）乳牛飼養頭数および生乳生産量

1996年に55万1493頭（前年比0.4%減）

であった乳牛飼養頭数は、酪農家の減少に加

え、2002年の余剰生乳差別価格制（クオー

タ制）（注１）の施行によりほぼ一貫して減少を

たどり、口蹄疫が発生した2011年には40

万3689頭（同6.0%減）となった。しかし、

口蹄疫が鎮静化した2012年からは、大規模

経営を中心とした増頭意欲の高まりで増加傾

向となり、2014年には43万678頭（同

1.5%増）となった（図２）。一方、1996年

に203万6458トン（同1.8%増）であった
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生乳生産量は、変動を繰り返しつつも2014

年には221万4619トン（同5.8%増）まで

増加した（図３）。この間、１頭当たり乳量は、

1996年の5898キログラムから2014年に

は9223キログラムに増加した。

（注１）　�2002年の乳業メーカーの期首在庫量の合計が16万

1037トン（前年比129.3%）と深刻な在庫過剰に陥っ

たため、国が需給調整のために同年から施行した制度。

乳業メーカーなどが、政府から割り当てられた生産計画

量に基づいて酪農家ごとに生産割当量を設定し、生産割

当量を超えた生乳は、基準乳価を大幅に下回る価格で取

引される。

図２　乳牛飼養頭数および生乳生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
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（３）生産コスト

1996年 に ４ 万6499ウ ォ ン（ 前 年 比

12.7%増、4650円）だった生乳100キロ

グラム当たりの生産コストは、機械化により

人件費が減少してきたものの、機械の減価償

却費と配合飼料費の上昇により、2013年は

８万713ウォン（同2.9%増、8071円）に

増加し、翌2014年もほぼ前年並みの７万

9623ウォン（同1.4%減、7962円）とな

った（図４）。特に、2005年まで１キログ

ラム当たり200～ 300ウォン（20～ 30円）

図３　１頭当たり乳量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
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で推移していた配合飼料価格は、主原料であ

るトウモロコシの国際価格が燃料用エタノー

ル需要の増加などにより高騰したため、

2008年には同508ウォン（同53.4%高、

51円）と高騰した。その後も国際価格は高

い水準で推移したため、2013年は同520ウ

ォン（同1.5%安、52円）と高止まっている

（図５）。

図４　生産コストの推移（生乳100キログラム当たり）

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
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図５　配合飼料価格の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：1日当たり平均乳量30～40キログラムの搾乳牛向けの配合飼料。
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（４）集乳体制

生乳取引は、農協系のソウル牛乳協同組合

（以下「ソウル牛乳」という）、韓国酪農振興

会（以下「酪農振興会」という）、乳業メー

カー直接取引の３系統に分かれており、それ

ぞれ３分の１ずつの占有率となっている（表

１、図６）。ソウル牛乳と乳業メーカーは、

自社で牛乳・乳製品を製造しているため、他

系統への生乳販売は行わないが、酪農振興会

は、牛乳・乳製品の製造を行っていないため、

乳業メーカーに生乳を販売している。乳業関

係者によると、各系統が酪農家ごとに生産割

当量を定めており、酪農家は、新たに生乳割

当量を購入する必要があるため、酪農家が自

由に出荷先を変更することは難しいという。
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表１　韓国の主な酪農・乳業関係団体

資料：聞き取り内容を基に機構作成

区分 団体名 内容

生産者団体

ソウル牛乳協同組合

1962年、日本による併合下に設立された京城牛乳同業組合
（戦後はソウル牛乳同業組合に改称）の組合員および資産を
引き継いで設立された農協。事業区域（集乳区域）は、ソウ
ル特別市、仁川広域市、京畿道の全域と、忠清北・南道およ
び江原道の一部。牛乳・乳製品は全国で販売。主な業務は、
集乳、牛乳・乳製品生産・販売、金融事業。韓国農協中央会
の傘下。

韓国農協中央会
1961年、農業協同組合の中央機関として設立。2000年、畜
産業協同組合中央会および高麗人参協同組合と合併。主な業
務は、単位農協への経営指導のほか、経済、金融、共済事業。
根拠法は農業協同組合法。

牛乳チェックオフ資金管理委員会

1998年、韓国酪農肉牛協会が任意チェックオフ事業を実施
するために設立。2006年、義務チェックオフに移行。根拠
法は畜産物チェックオフ法。会員は、韓国酪農肉牛協会、韓
国農協中央会、ソウル牛乳協同組合、韓国乳加工協会および
韓国酪農振興会。

韓国酪農肉牛協会
1981年、酪農・肉牛産業の安定的発展と国産牛乳および牛
肉の供給を目的に設立された農林畜産食品部所管の社団法
人。

乳業団体 韓国乳加工協会 1978年、酪農・乳業の発展、乳業メーカー間の生乳取引の
円滑化、乳製品の消費拡大を目的に設立。

その他 韓国酪農振興会
1999年、集乳・販売による生乳および牛乳・乳製品の需給
安定と酪農振興などを目的に、酪農振興法を根拠法として設
立。会員は、韓国農協中央会、韓国酪農肉牛協会および韓国
乳加工協会。
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図６　生乳の流通構造

資料：聞き取り内容を基に機構作成
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（５）政府による生乳価格連動制

生乳取引価格（以下「乳価」という）は、

1998年までは、政府が基準乳価を告示して

いたが、1999～ 2012年は、政府の関与が

なくなり、３～５年に一度、個々の酪農家と

乳業メーカーによる価格交渉で形成された。

しかし、価格合意に至るまでの酪農家と乳業

メーカーのトラブルや、2011年の口蹄疫発

生による生乳需給のひっ迫により、政府は、

酪農家の所得確保を通じた酪農振興策とし

て、2013年から生乳価格連動制（以下「連

動制」という）を導入し、乳価形成に関与す

るようになった（表２）。これにより、

2013年の乳価は１リットル当たり940ウォ

ン（前年比12.7%高、94円）となった。し

かし連動制は、前年度の生乳生産費の増減と

消費者物価上昇率を勘案しているものの、粉

乳類の在庫量を勘案しておらず需給バランス

を考慮していないとして、乳業メーカーなど

から反発が起きたため、政府は2014年の乳

価の値上げを凍結し、前年同額とした（図７）。

酪農家および生産者団体は、連動制に賛同し

ているものの、輸入乳製品価格よりも高い乳

価を支払わねばならない乳業メーカーは、乳

価の値上げ分を商品に転嫁できないことか

ら、牛乳以外の乳製品原料を国産生乳から安

価な輸入乳製品に転換してきた。このため、

表２　生乳価格連動制の算出式

資料：韓国酪農肉牛協会

内　容

算出式
乳価 統計庁公表の生産費を反映した基準原価①　+　消費者物価上昇率を反映した変動原価②
 ①基準原価 前年の基準原価　+　（統計庁公表の前年の牛乳生産費　−　前々年の同牛乳生産費）
 ②変動原価 前年の変動原価　+　（前年変動原価　×　統計庁公表の前年の消費者物価上昇率）

公示日 毎年８月１日（統計庁が牛乳生産費および消費者物価上昇率を公表するタイミングに合わせる）
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生乳生産量が増加する中、国産生乳の需要が

減少していることから、2015年の期首在庫

量は生乳換算で23万2572トン（同150.9%

増）と急増した。

現地報道によると、政府は、国産乳製品在

庫が過剰となり、乳業メーカーの経営が悪化

していることを受けて、今後は需要や在庫を

勘案して乳価を下げることも可能にしていく

としているが、需給状況に応じて政策が変更

されることに対して酪農家や生産者団体の反

発は大きいとされている。

（６）酪農家の事例

ソウル市の南方60キロメートルにある京

畿道華城市の酪農家Ａ氏は、酪農のほか、水

田など複合経営を行っている（表３）。労働

力は、Ａ氏のほかに雇用労働者１名（酪農専

従）の計２名で、飼養管理などは雇用労働者

が主体となっている。

Ａ氏の牧場では、後継牛は購入精液を用い

た自家育成で外部からの導入は行っておら

ず、搾乳牛１頭当たりの分娩回数は平均６回

（最高８回）と、日本の平均よりも多い（写

真１）。なお、雄牛（ヌレ子）については、

生後１０日で家畜商に出荷している。

搾乳量は、1日当たり約2400キログラム

（１頭当たり約40キログラム）で、生乳は延

図７　乳価の推移

資料：韓国酪農肉牛協会
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政府による

基準乳価告示
酪農家と乳業メーカーによる価格交渉による乳価形成

生乳価格

連動制

表３　Ａ氏の農業経営状況

資料：聞き取り内容を基に機構作成

経営規模
酪農 ホルスタイン160頭（搾乳牛62頭、後継牛98頭）
水田 6.6ヘクタール
畑 3.3ヘクタール

写真１　飼養風景（左側が育成牛と乾乳牛、右側が搾乳牛と生育ステージごとに管理）
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世大乳業（延世大学校系の乳業メーカー）に

直接販売しており、延世大乳業が毎日、５ト

ンローリー車で集乳している。

Ａ氏には、大学で畜産学を専攻する長男が

おり、卒業後に後継者となる予定である。Ａ

氏は、連動制により、乳価形成がメーカー主

導から政府主導になったことで経営が安定

し、長男に酪農を継ぐ意思を固めてもらうこ

とができたとしている。

韓国では、消費量の増加と積極的なＦＴＡ

の締結により、牛乳・乳製品の自給率は低下

している（表４）。

３　ＦＴＡの影響と乳製品貿易および牛乳・乳製品の生産動向

2014年の供給量の製品別内訳比率を見る

と、国産生乳由来の牛乳・乳製品は全体の

57.8%を占め、その内訳は牛乳類、はっ酵

乳が中心で、チーズ、バター、粉乳類などの

比率は低い（図８）。輸入品は全体の42.2%

を占め、チーズの比率が圧倒的に高い。

表４　生乳需給と自給率の推移

資料：韓国酪農委員会「韓国乳業統計年報」
注１：生乳換算。自給率は、国内生産量／国内仕向量。
注２：国内生産量は、輸入原料の国内産プロセスチーズを含む。

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
期首在庫量 54,504 12,658 18,467 91,735 92,677
国内生産量 2,072,696 1,889,150 2,110,698 2,093,072 2,214,039
輸   入   量 1,134,828 1,712,655 1,414,401 1,586,432 1,682,811

供  給  量  計 3,262,028 3,614,463 3,543,566 3,771,239 3,989,527
国内仕向量 3,171,341 3,517,909 3,358,850 3,582,185 3,645,665
輸   出   量 78,029 78,087 92,981 96,377 111,290

需  要  量  計 3,249,370 3,595,996 3,451,831 3,678,562 3,756,955
　  期末在庫量 12,658 18,467 91,735 92,677 232,572
　  自   給   率 65.4% 53.7% 62.8% 58.4% 60.7%

（単位：トン）　　　　　　　
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（１）韓国のＦＴＡ

韓国は人口が5150万人（2015年12月時

点）で国内市場規模が小さく、貿易依存度が

６割を超えているため、競争相手国よりも有

利な製品輸出により、積極的に国際貿易を推

進することが国益向上に資するとして、

ＦＴＡによる新たな市場への進出を志向した。

韓国のＦＴＡ交渉は、2003年に政府が策

定した「ＦＴＡロードマップ」（以下「ロー

ドマップ」という）に基づいた手法により進

められている。ロードマップによると、

ＦＴＡ交渉を行う相手国について、経済的な

妥当性があり、巨大・先進経済圏とのＦＴＡ

交渉に役立つ国・地域であることを選定基準

としており、交渉戦略上、重要な国・地域と

同時多発的に交渉・締結を進めるとしている。

このロードマップに基づき、南米市場への進

出の足掛かりとした1999年12月のチリ

（2004年４月発効）を皮切りに、多くの国・

地域と交渉を行い、14の国・地域と協定を

発効した（表５）。

中でも、2012年３月に発効した米国と、

2015年12月に発効した豪州およびニュー

ジーランド（ＮＺ）は、韓国にとって乳製品

の主要輸入先国であり、バター、チーズを中

心に関税が撤廃される予定である（表６）。

政府系研究機関の韓国農村経済研究院

（ＫＲＥＩ）の分析によると、韓国市場では

ＥＵ産と米国産乳製品の競争が激化する中、

これらの国・地域から輸入されるチーズなど

の乳製品による国産シェア低下が懸念される

としている。豪州およびＮＺとのＦＴＡは発

効間もないことから大きな影響は出ていない

ものの、安価な乳製品と今後の関税の削減・

撤廃により、国産シェアの低下に拍車がかか

ることが危惧される。

図８　供給量の製品別内訳比率（2014年）

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」を基に機構作成
　注：生乳換算。

牛乳類 38.6%
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表５　韓国のＦＴＡ交渉の推移

資料：日本貿易振興機構「ＷＴＯ・他協定加盟状況」を基に機構作成
注１：欧州自由貿易連合。加盟国はスイス、ノルウェー、アイスランドおよびリヒテンシュタイン。
　２：湾岸協力会議。加盟国はサウジアラビア、クウェート、アラブ首長国連邦、カタール、オマーンおよびバーレーン。
　３：南米南部共同市場。加盟国はブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイおよびベネズエラ。
　４：パナマ、コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドルおよびニカラグア。

年 月
ＦＴＡを発効した国・地域 ＦＴＡ交渉中の国・地域

相手国 交渉開始時期 相手国 交渉などの状況

2003 12 日本 交渉開始（2004年11月中断、
2013年3月再開）

2004 4 チリ 1999年12月

2006
3 シンガポール 2004年1月
9 EFTA（注1） 2005年1月

2007

6 ASEAN（マレーシア、シ
ンガポール、ベトナム） 2005年2月

7 GCC（注2） 交渉開始（2008年7月中断）
11 ASEAN（ミャンマー） 2005年2月
12 ASEAN（インドネシア） 2005年2月 メキシコ 交渉開始（2008年6月中断）

2008

1 ASEAN（フィリピン） 2005年2月
7 ASEAN（ブルネイ） 2005年2月
10 ASEAN（ラオス） 2005年2月
11 ASEAN（カンボジア） 2005年2月 メルコスール（注3） 共同協議体設立

2010
1

ASEAN（タイ） 2005年2月
インド 2006年2月

8 イスラエル 共同研究完了

2011
7 ＥＵ 2007年5月
8 ペルー 2009年3月

2012

3 米国 2006年6月
7 インドネシア 交渉開始
11 日本・中国 交渉開始
12 マレーシア 妥当性研究完了

2013
2 コロンビア 妥結（2009年12月交渉開始）
5 トルコ 2010年8月

2015

1 カナダ 2005年7月

2
トルコ 妥結（2010年4月交渉開始）
エクアドル 交渉開始

6 中米6カ国（注4） 交渉開始

12
豪州 2008年10月
NZ 2005年6月
中国 2007年5月

2016 1 ベトナム 2010年6月
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表６　米国、豪州およびＮＺとのＦＴＡにおける乳製品の輸入関税削減スケジュール

資料：米国通商代表部、豪州外務貿易省、ＮＺ外務貿易省
注１： 粉乳については、いずれの国に対しても、枠外税率：脱脂粉乳＝176.0％、全粉乳＝89.0％は維持。韓豪FTAでは、無税枠が設

置されず。
　２： いずれのFTAにおいても、チーズの「無税枠」は、カード、ブルーチーズ以外のすべてのチーズに対して適用。なお、関税撤廃

された品目は合計対象から除外していくため、豪州およびＮＺの「無税枠」はその都度縮小。
　３：米韓FTAにおけるチーズの「無税枠」については、10年目以降、チェダーチーズを合計対象から除外する。

韓米FTA 韓豪FTA 韓NZFTA

品目
・

関税
コード

粉乳 バター
チーズ

バター
バターオイル

チーズ

粉乳 バター
チーズ

カード、ブルーチーズ
以外

カード
ブルーチーズ

のみ
無税枠

粉チーズ
その他の
チーズ

フレッシュチーズ
プロセスチーズ

チェダー
チーズ

ブルー
チーズ

無税枠

チェダー
チーズ

モッツァ
レラチーズ

チェダー
チーズ

モッツァ
レラチーズ

以外
0402

0403.90.10
0405.10
0405.90

0409.10.20
0406.40.10

0405.10
0405.90

0406.20
0406.90.20-

0406.10
0406.30 0406.90.10 0406.40 0402

0403.90.10 0405.10.90 0406.90.
10

0406.10
1010

無税枠 無税枠 枠外税率 無税枠 枠外税率 関税率 無税枠 枠外税率 枠外税率 枠外税率 枠外税率 関税率 無税枠 無税枠 枠外税率 枠外税率 枠外税率 枠外税率

締結前 − − 89.0 − 36.0 36.0 − 89.0 − 36.0 36.0 36.0 36.0 − − 89.0 − 36.0 36.0 36.0 

2012 5,000 200 80.1 7,000 33.6 32.4 − − − − − − − − − − − − − −

2013 5,150 206 71.2 7,210 31.2 28.8 − − − − − − − − − − − − − −

2014 5,305 212 62.3 7,426 28.8 25.2 113 83.0 4,630 34.2 34.0 33.2 33.6 − − − − − − −

2015 5,464 219 53.4 7,649 26.4 21.6 115 77.1 4,769 32.4 32.0 30.4 31.2 1,500 800 80.1 7,000 30.9 33.0 33.6 

2016 5,628 225 44.5 7,879 24.0 18.0 118 71.2 4,912 30.6 30.0 27.6 28.8 1,545 824 71.2 7,210 25.7 30.0 31.2 

2017 これ以降 232 35.6 8,115 21.6 14.4 120 65.2 5,059 28.8 28.0 24.9 26.4 1,591 849 62.3 7,426 20.6 27.0 28.8

2018 毎年 239 26.7 8,358 19.2 10.8 122 59.3 5,211 27.0 26.0 22.1 24.0 1,639 874 53.4 7,649 15.4 24.0 26.4 

2019 ３％ずつ 246 17.8 8,609 16.8 7.2 125 53.4 5,367 25.2 24.0 19.3 21.6 1,688 900 44.5 7,879 10.3 21.0 24.0 

2020 拡大 253 8.9 8,867 14.4 3.6 127 47.4 5,528 23.4 22.0 16.6 19.2 1,739 927 35.6 8,115 5.1 18.0 21.6 

2021 関税撤廃により 9,133 12.0 撤廃 130 41.5 5,694 21.6 20.0 13.8 16.8 1,791 955 26.7 5,669 撤廃 15.0 19.2 

2022 無税枠廃止 9,407 9.6 132 35.6 5,865 19.8 18.0 11.0 14.4 1,845 984 17.8 5,839 12.0 16.8 

2023 9,690 7.2 135 29.6 6,041 18.0 16.0 8.3 12.0 1,900 1,013 8.9 6,014 9.0 14.4 

2024 9,980 4.8 138 23.7 6,222 16.2 14.0 5.5 9.6 1,957 関税撤廃により 6,194 6.0 12.0

2025 10,280 2.4 141 17.8 6,409 14.4 12.0 2.7 7.2 1,957 無税枠廃止 6,380 3.0 9.6

2026 関税撤廃により 143 11.8 4,443 12.6 10.0 撤廃 4.8 1,957 2,112 撤廃 7.2 

2027 無税枠廃止 146 5.9 4,576 10.8 8.0 2.4 1,957 2,175 4.8 

2028 関税撤廃により 4,714 9.0 6.0 撤廃 1,957 2,241 2.4 

2029 無税枠廃止 4,855 7.2 4.0 1,957 関税撤廃 撤廃

2030 5,001 5.4 2.0 1,957 により
2031 383 3.6 撤廃 1,957 無税枠
2032 394 1.8 1,957 廃止
2033 関税撤廃により 撤廃 1,957 

2034 無税枠廃止 撤廃

（単位：％、トン）　　

（２）乳製品輸入量の推移

韓国では、1994年のガットウルグアイラ

ウンド交渉（以下「ＵＲ交渉」という）の妥

結以降、牛乳・乳製品の輸入量が増加し、そ

の後のウォン高やＦＴＡにより、輸入量は一

層増加してきた。特に、米国、豪州および

ＮＺとのＦＴＡにより輸入関税が削減される

予定となっている品目は、今後も輸入量の増

加が見込まれている。

ア　粉乳

粉乳は、ＵＲ交渉以降、緩やかに増加して

きた（図９）。2011年は、食品の消費者物

価指数が前年に急激に上昇したことに加え、

口蹄疫の発生により生乳生産量の大幅な落ち
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込みが懸念されたことから、乳製品を含む食

品の価格抑制のため、粉乳類（全粉乳および

脱脂粉乳）などを対象に、一時的な無税枠の

拡大などにより関税を引き下げた。これに加

え、ＥＵとのＦＴＡの発効により、ＥＵ諸国

からの輸入が急増し、輸入量は３万9207ト

ン（前年比313.0%増）となった。2012年は、

米国からの輸入量はＦＴＡにより増加したも

のの、ＥＵ諸国からの輸入が減少したため、

輸入量は２万531トン（同47.6%減）とな

った。2013年以降は、同年に始まった連動

制により乳価が高止まりしていることから、

乳業メーカーが安価な輸入粉乳の原料利用を

進めたことで、米国産をはじめとした輸入量

は高止まりしている。

イ　チーズ

チーズは、食の多様化による消費量の増加

に伴い輸入が伸びてきており、2011年の無

税枠拡大により米国産が増加し、2012年以

降もＦＴＡの発効によりチェダーチーズを中

心に米国産の輸入が引き続き増加した（図

10）。2015年は、米国産が５万4821トン（同

14.1%減）と減少したものの、ＮＺ産が

１万5643トン（同54.3%増）、ドイツ産が

１万3783トン（同163.9%）と急増した。

特に、ＮＺ産は、ＦＴＡの発効により、引き

続き輸入量の増加が見込まれている。

ウ　バター

バターの輸入はチーズより少ないものの、

ＵＲ交渉妥結以降、緩やかに輸入量を伸ばし、

2010年まではＮＺ産が過半を占めてきた

（図11）。2011年は、無関税枠拡大などに

より、ＮＺだけでなく米国産も884トン（同

1239.4%増）と急増した。その後、ＮＺ産

は減少傾向となったものの、ＦＴＡの締結に

より米国産は引き続き増加した。2015年の

輸入量は、米国産が1196トン（同0.8%増）

と前年並み、ＮＺ産が1226トン（同27.4%

減）となった中、前年に輸入のなかった豪州

産が141トンとなった。豪州もＮＺと同時

期にＦＴＡが発効したことから、今後は輸入

量の増加が見込まれている。

図９　全粉乳および脱脂粉乳の輸入量の推移

資料：「Global Trade Atlas」
注１：HSコード0402。
　２：製品重量ベース。
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２０１１年に粉乳輸入量が急増した要因

口蹄疫による乳牛の被害頭数は、

で

場の動向などによって、牛乳・乳製品の需給のひっ迫や価格の上昇が懸念され

ている。

どまると見込まれている。一方で、韓国国内の国産生乳に対する需要量は

万トン（飲用

び全脂粉乳）の無税の輸入枠を

し、

での無税の輸入枠を早急に設定するために手続きを開始した。



畜 産 の 情 報 　 2016. 978

（３）伸長する中国向け育児用調製粉乳
輸出

韓国は、ＵＲ交渉やＦＴＡにより乳製品輸

入量が増加したが、一方で中国向けを中心に

育児用調製粉乳（以下、「育粉」という）の

輸出量を増加させている。

輸出が増加した要因としては、中国で発生

した2008年のメラミン混入事件（以下「メ

ラミン事件」という）（注２）が挙げられる。中

国では、経済発展による所得の向上とメラミ

ン事件による国産品不信で輸入品志向が高ま

っており、育粉は、輸入品が約５割を占めて

おり、韓国産は2011年以降急増し、2015

年は7767トン（前年比27.5%増）となった

（図12）。中国市場では、ＥＵ諸国産やＮＺ

産の占有率が高く、同年において韓国産は輸

入育粉の４％（輸入量第８位）にすぎないも

のの、韓国の育粉生産量の約４割が中国向け

となっている。国内の市場規模が小さく、少

子化が進行している韓国にとって、自国の人

口を上回る約7000万人の乳幼児人口を抱え

る中国は重要な輸出市場であり、乳業メーカ

ー各社も中国市場での収益確保を目指してい

る。また、育粉以外の牛乳・乳製品も中国に

多く輸出しており、食の安全志向や乳酸菌飲

図10　チーズおよびカードの輸入量の推移

資料：「Global Trade Atlas」
注１：ＨＳコード0406。
　２：製品重量ベース。
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図11　バターの輸入量の推移

資料:「Global Trade Atlas」
注１：ＨＳコード0405.10および0405.90。
　２：製品重量ベース。

0

1

2

3

4

5

6

1996 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

（千トン）

その他

豪州

ＮＺ

米国

（年）



畜 産 の 情 報 　 2016. 9 79

料人気の高まりから、中国市場でも多く販売

されている（写真２）。

（注２）　�2008年９月、中国で国内乳業メーカー製の育粉を摂取

した乳幼児に泌尿器系疾患が多発し、原料乳にメラミン

（大量に摂取すると毒性のある有機化合物）が混入され

ていたことが発覚した事件。死者は６人、影響は約30

万人に及んだとされる。

（４）牛乳・乳製品生産の概要

韓国における一般国民向けの牛乳・乳製品

生産は、日本による併合下の1937年に設立

された「京
きょ

城
そん

牛乳同業組合」（現ソウル牛乳）

が牛乳処理工場を設置して牛乳生産を開始し

たことに始まった。その後、60年代にれん乳、

バター、チーズ、加工乳が、70年代にはは

っ酵乳の生産が開始され、現在では、３大乳

業メーカー（注３）を中心に、乳業メーカー各社

がさまざまな牛乳・乳製品を生産している（図

13）。

（注３）　ソウル牛乳、南陽乳業、毎日乳業の３社。

所得の向上と食の多様化により、需要が増

加している牛乳・乳製品だが、ウォン高、

ＦＴＡの発効や連動制による乳価高から、安

価な輸入品が多く出回ってきているため、チ

ーズなどでは国産占有率が大幅に低下してき

ている。これらの乳製品は、牛乳に仕向けき

れない余剰生乳を使用して生産するため、国

産占有率の低下は、乳製品生産だけでなく、

生乳生産に大きな打撃を与える。このため、

韓国酪農肉牛協会は、2013年に国産生乳を

使用した牛乳・乳製品を「Ｋ−ＭＩＬＫ」（注４）

（写真３）として認証するとともに、Ｋ−

ＭＩＬＫ認証商品の普及・啓蒙に努めている。

図12　育粉の輸出量の推移

資料：「Global Trade Atlas」
注１：ＨＳコード1901.10.1010。
　２：製品重量ベース。
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写真２　�中国で販売される韓国産フレーバー
牛乳（北京市内量販店）
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（注４）　�Ｋ−ＭＩＬＫ認証の基準は次の通り。

　　　　①使用生乳が100％国産生乳であること。

　　　　②製品中の国産原料比率が50％以上であること。

　　　　①②を韓国酪農肉牛協会が審査し、認証する。

図13　韓国の主な乳業メーカー

資料：聞き取り内容を基に機構作成

１ ソウル牛乳協同組合（農協系）

日本による併合下に設立された京城牛乳同業組合が起

源。

韓国で初めてフレーバー牛乳（チョコレート味）を生産。

同組合の牛乳は、国内で最も多く飲用されており、学校牛

乳にも多く採用。

牛乳以外に、チーズ、ヨーグルト、チルド飲料なども生産。

２ 南陽乳業（独立系）

牛乳のほか、チーズ、ヨーグルト、育粉、チルド飲料などを生産。

中でも育粉は全製品売上高の３割近くを占める。

韓国乳業界で初めてハラール認証を取得し、マレーシアに学校給

食向けチョコレート牛乳を輸出。

このほか、食品生産、飲食店業、不動産業、貸金業など、同社の

事業は多岐にわたる。

３ 毎日乳業（独立系）

１９６９年に政府の総合酪農開発事業により設立された韓

国酪農加工が起源。

牛乳のほか、チーズ、ヨーグルト、育粉、チルド飲料などを

生産するほか、観光・直売事業として、自社でナチュラル

チーズ工場を併設した観光牧場を運営。

育粉は、中国、東南アジア、中東などにも輸出。

その他の乳業メーカー

ロッテフード（ロッテ系）

韓国ヤクルト傘下にあったパスツール乳業を２０

１０年にロッテグループが買収し、２０１１年より

ロッテフードに名称変更。

韓国で初めて低温殺菌乳を生産。

一同フディス（一同製薬系）

一同製薬系で、生産する乳製品は育粉など乳幼児向けが中

心。

韓国で初めてギリシャヨーグルトを生産。

韓国ヤクルト（日系）

韓国で初めて乳酸菌飲料を生産。

乳酸菌飲料のほかに牛乳、健康食品などを生

産。

傘下の乳業メーカーのヴィラックが同社の牛乳

をＯＥＭ生産している。

延世大牛乳（その他）

延世大学校がカナダから乳牛１０頭を譲り受け、１９７１年に牛乳

生産を開始したことが起源。

韓国乳業界で初めてＨＡＣＣＰを取得。

牛乳のほか豆乳を生産し、国内販売だけでなく中国にも輸出。

釜山慶南牛乳協同組合（農協系）

釜山広域市、慶尚南道などを管内とする畜産農

協。

牛乳のほかにヨーグルトなどを生産。

このほか、金融事業を兼営。

ビングレ（独立系）

韓国で初めて固形ヨーグルトを生産。

バナナ牛乳は国内で圧倒的な人気を誇る同社

の看板商品。

牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなどを生産。

３大乳業メーカー

ア　牛乳類

牛乳類は、牛乳・乳製品生産量全体の約７

割を占め、最も多く生産されている製品であ

る。生産量の推移を見ると、1997年の通貨

危機の影響により、1998 ～ 99年は家計消

費が委縮して食品への出費が減少したため、

大きく減少した。その後、2000年以降は、

需要が回復したことで生産量が増加してきた

ものの、2003年の182万8541トン（前年

比9.9%増）を境に緩やかに減少した。

2005年以降は、160万トン台で推移し、

2014年 は163万6994ト ン（同2.8%減 ）

となった（図14）。

牛乳類のうち牛乳は、牛乳類生産量の８割

を占めており、2000年以降は130万トン前

後で推移している。

牛乳として販売するには生乳含有率が

100%でなければならないが（表７）、国産

生乳より輸入粉乳の方が安価なため、輸入粉

乳を原料に使用した還元乳を生産・販売する

乳業メーカーも出てきた。近年、消費者が牛

写真３　Ｋ－ＭＩＬＫ認証マーク
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図14　牛乳類の生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：製品重量ベース。
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フレーバー牛乳

乳と混同しやすい表記をした還元乳が量販店

で牛乳と併売されており、韓国酪農肉牛協会

などは、これらの牛乳と混同しやすい還元乳

の表記方法の改善を求めている。

フレーバー牛乳は、1968年にソウル牛乳

がチョコレート牛乳を生産・販売したことに

始まり、その後、1974年にビングレがバナ

ナ牛乳を生産・販売したことで消費者に普及

しており、生産量は牛乳類全体の２割程度で

推移している。

イ　はっ酵乳

はっ酵乳は、日系食品メーカーが1971年

に国内で乳酸菌飲料の生産・販売を行い、乳

酸菌の有用性が消費者に普及したことで、

70年代後半に各乳業メーカーがヨーグルト

の生産・販売を開始し、その後、健康志向の

高まりによる需要の高まりで生産が伸長して

きた。1997年の通貨危機の影響などにより

微減傾向となったが、2010年以降、再び需

要が伸びたことで生産量も増加し、2014年

は57万2418トン（前年比0.2%減）となっ

た（図15）。

表７　牛乳類の分類

資料：聞き取り内容を基に機構作成

分類 生乳含有率 備考

牛乳
100%

乳脂肪は3.0%以上
低脂肪 乳脂肪を0.6～2.6%
無脂肪 乳脂肪は0.5%以下

還元乳 − 乳固形分11％以上

図15　はっ酵乳の生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：製品重量ベース。
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韓国では、はっ酵乳は飲むタイプが主流と

なっており、固形タイプは飲むタイプに比べ

て歴史が浅く、1983年にフランスのソディ

マ（現ヨープレイ）のヨープレイトブランド

をビングレがライセンス生産したことが始ま

りであった。その後、1988年に他の乳業メ

ーカーから類似商品が発売されたが、固形タ

イプは生産量の２割程度となっている。

ウ　チーズ

チーズ生産は、1967年にベルギー人宣教

師の指導で国産チーズが生産されたのが始ま

りであった。その後、1987年にソウル牛乳

などの乳業メーカーがチェダースライスチー

ズを生産・発売したことで消費者に広まった。

1998年は、通貨危機の影響による消費の落

ち込みで生産量は減少したものの、1999年

以降は、食の多様化だけでなく、韓国料理と

の相性も良いことから需要が伸びたことで生

産量も伸長し、2014年は２万3779トン（前

年比6.2%増）となった（図16）。

図16　チーズの生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：製品重量ベース。
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ナチュラルチーズ

プロセスチーズ

韓国では、生産量の６～８割をプロセスチ

ーズが占めている。ピザ用を中心に生産され

るナチュラルチーズは、1997年まではプロ

セスチーズを上回る生産量であったが、プロ

セスチーズの需要量と製品数の増加により、

1998年以降は生産量が大きく減少した。近

年、乳業メーカー各社は、高付加価値なナチ

ュラルチーズ製品の開発・生産に取り組んで

いるところであるが、ナチュラルチーズでは、

消費者の輸入品志向が高いため、生産量の伸

びは鈍い。

なお、韓国では、国産生乳は牛乳に仕向け

られ、余剰分は、主に保存性の高い粉乳類の

ほか、需要の伸長しているチーズに仕向けら

れてきた。2011年の無税枠の拡大、翌年の

米国とのＦＴＡによるチーズ輸入の急増に加

え、2013年の連動制による乳価高の反動に

より、プロセスチーズ原料として安価な輸入

ナチュラルチーズの使用が急増した。

エ　育粉

育粉の生産は、1967年に南陽乳業が生産

したのが始まりで、その後３社が参入し、現

在、国内では４社の乳業メーカーが生産して

いる（写真４）。韓国では1980年代以降、

女性の社会進出に伴い、女性１人当たりの出
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生率（合計特殊出生率）は、1980年の2.82

人から、2015年には1.24人に低下した。育

粉の生産量は、合計特殊出生率が2002年に

1.1人台に低下したことにより、2003年以

降２万トンを割り込んだが、2011年以降、

先天性乳糖不耐症の乳児向けの乳糖を分解し

たものや高機能性製品など、ニッチ市場向け

製品を開発・販売したことで、増加しつつあ

る（図17）。

また、前述の輸出向け生産なども生産量の

増加を後押ししている。

写真４　量販店に並ぶ育粉

図17　育粉の生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：製品重量ベース。
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オ　粉乳類（全脂粉乳および脱脂粉乳）

粉乳類は、チーズ同様、余剰分の国産生乳

が仕向けられており、カフェラテなどの飲料、

菓子、パンなどの食品の材料として使用され

ているほか、一部、小売りも行われている（写

真５）。生産量は、生乳生産量と牛乳生産量

により変動するものとなっていたが、2011

年は、口蹄疫発生に起因する国産生乳不足に

より激減し、輸入粉乳が急増した（図18）。

2012年以降、安価な輸入粉乳が飲料および

食品原料として使用されるようになったた

め、粉乳類は余剰傾向となってきたが、

2014年以降、過剰となった国産粉乳類の在

庫消化のため、乳業メーカー各社は粉乳輸入

を抑え、自社在庫の使用および販売を優先的

に行っている。
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韓国では、特権階級向けであった牛乳の消

費が広く一般的になったのは、前述の通り、

1900年代になってからで、その後、60年

代にソウル牛乳をはじめとした乳業メーカー

各社によりさまざまな乳製品が生産されたこ

とで、牛乳・乳製品の消費は伸長してきた。

牛乳は、学校給食では栄養食品として位置付

けられたものの、乳糖不耐症の者が多く、牛

乳を避ける消費者が多かったが、60年代後

半以降、フレーバー牛乳が生産・販売された

ことで消費が大きく伸長した。

80年以降は、経済発展による所得の向上

で消費者の外食回数の増加と食の多様化によ

り、牛乳以外の乳製品の消費量も伸長した。

特に、チーズは米国系外食企業が85年にソ

ウル市内に出店し、ピザの提供を始めたこと

で消費者に普及し、その後、乳業メーカーが

国産チーズの生産・販売を行ったことで消費

量が増加してきた。

（１）高まる健康志向などで伸び悩む牛乳

牛乳は、子どもの成長に欠かせない栄養食

品と考えられていたが、豆乳などの代替飲料

の消費量が増加したこと、また、ダイエット

志向やマスメディアによる牛乳に対するマイ

写真５　量販店に並ぶ粉乳類（左：全脂粉乳、右：脱脂粉乳）

図18　粉乳類の生産量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：製品重量ベース。
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ナス報道などにより、消費が伸び悩んでいる。

１人当たりの年間消費量は、1996年の28.9

キログラム（前年比1.7%減）から、2001

年に32.2キログラム（同1.3%増）に増加し

て以降伸び悩んでおり、2014年は29.8キ

ログラム（同2.6%減）となった（図19）。

1960年代後半以降、牛乳の普及に貢献して

きたフレーバー牛乳も、ダイエット志向の高

まりから2004年以降消費量は減少してお

り、2014年の１人当たりの年間消費量は

6.2キログラム（同3.6%減）となった。

図19　牛乳類の１人当たりの年間消費量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：年間総消費量（製品重量ベース）を国民１人当たりに換算。
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乳業メーカー各社は、有機牛乳などの高付

加価値商品の開発や、低脂肪牛乳や無脂肪牛

乳によるダイエット志向の消費者への訴求な

どにより、牛乳消費の伸長を目指している（写

真６）。また、フレーバー牛乳では、食の流

行に敏感な若者をターゲットにした商品開発

による消費伸長を目指している。韓国の食品

業界全体では、2016年はバナナ味がブーム

となっているが、牛乳・乳製品ではバナナ牛

乳が定番のため、付加価値の付けやすいチョ

コレート味が人気となっている。このため、

乳業メーカー各社は、ベルギー産チョコレー

トを使用するなど、高付加価値チョコレート

牛乳の生産が盛んになっている（写真７）。

乳業メーカー各社の宣伝広告や商品開発に

よる訴求以外に、牛乳チェックオフ資金管理

委員会では、酪農チェックオフ資金（注５）を活

用した消費宣伝活動を積極的に行うことで牛

乳消費拡大を促している。

写真６　量販店で販売される牛乳
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（注５）　�農漁村発展特別措置法（1990年）を根拠法として、

1999年に国内の牛乳消費拡大を目的に開始。酪農家が

生乳販売時に生乳１リットル当たり２ウォン（0.2円）

を拠出し、これに政府補助金を加えて牛乳チェックオフ

資金管理委員会が資金を造成。現在の根拠法は畜産物チ

ェックオフ法（2002年）。この資金の一部は、Ｋ−Ｍ

ＩＬＫ認証にも活用される。

消費が伸び悩む牛乳だが、ヨーグルトやチ

ーズの人気が新たな需要を創出する可能性も

ある。後述する健康志向によるヨーグルト人

気により、消費者が自家製ヨーグルトを作り

たいというニーズに合わせ、家電メーカーな

ども家庭向けヨーグルトメーカーを販売した

ことで、家庭におけるヨーグルト原料として

の牛乳使用は一般的になった。一時伸び悩ん

だように思われたヨーグルトだが、乳業メー

カーによる機能性ヨーグルトなどの生産・販

売により再び脚光を浴びており、乳業メーカ

ーなどは、自家製ヨーグルトや自家製フレッ

シュチーズの作り方などをブログで紹介する

ことで、ヨーグルトやチーズの人気を牛乳の

消費拡大に活用しようとしている。無糖ヨー

グルトやサラダに合うフレッシュチーズは、

ダイエット志向の消費者にも受け入れられや

すい乳製品であることから、これら自家製乳

製品作りが新たな牛乳の需要創出につながる

ことが期待される。

写真７　フレーバー牛乳（左：バナナ牛乳、右：チョコレート牛乳）

コラム１　コーヒーチェーンの協力による酪農振興

　韓国酪農肉牛協会は2015年４月、国内で人気の高い米国系コーヒーチェーンのＳ社と「酪農

と企業の共存・協力、同伴成長協約」（協約）を締結した。Ｓ社は1999年に韓国に進出して以来、

2015年までに国内で720以上の店舗を設置してきた（コラム写真）。Ｓ社は、同業他社よりやや

高価格帯ながら、流行に敏感な若年層を中心に多くの消費者の支持を受けており、エスプレッソ

に牛乳を多用したカフェラテが人気商品となっているほか、ほかのドリンクメニューでも牛乳を

多用している。

　この協約の内容は、Ｓ社が販売するカフェラテ１杯につき100ウォン（10円）を、韓国酪農

肉牛協会を通じて国内酪農振興に役立てるというものである。

　Ｓ社と協約を締結したことについて韓国酪農肉牛協会は、国内でも人気の高いＳ社が国産酪農
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振興を支援することで、ＦＴＡにより安価な輸入乳製品に苦しむ国内酪農家の現状や、国内乳製

品利用を目的としたＫ－ＭＩＬＫ認証を多くの消費者に知ってもらう機会になるとしている。

　一方、Ｓ社は、酪農振興という社会貢献と、自社製品で多用する牛乳が国産品であることを多

くの消費者に周知できることで、企業イメージを高めたいとしている。

　Ｓ社がカフェラテなどのドリンクメニューに使用する国産牛乳は、年間で１万8500トンとい

われており、韓国酪農肉牛協会にとっても、Ｓ社のドリンクメニュー販売量の増加は国産牛乳の

需要拡大につながることから、Ｓ社のさらなる集客力向上に期待している。

コラム–写真　Ｓ社の店内

（２）食の多様化で大きく伸長するチーズ

消費が伸び悩む牛乳に対し、チーズは、ピ

ザの普及など食の多様化の進展や、韓国料理

に取り入れられたことで大きく伸張している

（写真８）。１人当たりの消費量は、1996年

の0.3キログラム（前年比17.6%減）から、

2014年には2.0キログラム（同3.0%増）と

なり、中でもナチュラルチーズは、2002年

まではプロセスチーズを下回っていたが、ワ

インブームによりチーズそのものを楽しむ消

費者が増加したことや、ティラミスなどの洋

菓子の流行などで、2014年には1.7キログ

ラム（同9.5%増）とプロセスチーズの５倍

強まで伸長した（図20）。

チーズの消費は、2000年以降、輸入量が

増加したことで伸長し、2011年の無税枠の

拡大およびＥＵとのＦＴＡでさらに増加し

た。輸入量の増加により、プロセスチーズに

代わり、輸入量の多いナチュラルチーズの消

写真８　量販店に並ぶチーズ
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図20　チーズ類の１人当たりの年間消費量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：年間総消費量（製品重量ベース）を国民１人当たりに換算。
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費が増加するなど、チーズの消費量の増加に

は輸入品の存在が大きいといわれている。

一方、国産品の需要は伸び悩んでおり、余

剰生乳を吸収しきれない状況が続いている。

このため、乳業メーカーなどは、日本の６次

産業化をモデルに、牧場でナチュラルチーズ

を生産して来場者に販売する取り組みなどを

行い、国産チーズの消費拡大に取り組んでい

る。また、政府や韓国酪農肉牛協会などは、

付加価値の高い国産生乳を使用したナチュラ

ルチーズの消費拡大を行っている（写真９）。

（３）余剰生乳の利用増加が期待される
はっ酵乳

1970年代に国産品の生産・販売が始まっ

たはっ酵乳は、食の多様化と健康志向により

普及したが、88年にパスツール乳業（現ロ

ッテフード）が機能性ヨーグルトを生産・販

売したことで消費は一層伸長した（写真

10）。１人当たりの消費量は、97年に14.2

キログラム（前年比18.3%増）となった後、

2003年にヨーグルトアイスが若者の間で流

行した後は成熟市場となり、2009年には

8.9キログラム（同2.7%減）に落ち込んだ

ものの、テレビ番組などで整腸作用以外の機

能性が多く紹介されたことから、2010年以

降再び消費が伸長し、2014年は11.2キロ

グラム（同0.4%減）となった（図21）。

写真９　�国産生乳を使用したカマンベール
チーズ
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写真10　量販店で販売されるヨーグルト

現在、韓国ではギリシャヨーグルトの人気

が高まっている。一同フディスが2012年に

国内で初めてギリシャヨーグルトを生産・販

売したが、当初は大きな盛り上がりをみせな

かった。しかし、2015年３月にテレビ番組

で取り上げられたことにより、ヒット商品に

成長した。現地の業界関係者によると、ギリ

シャヨーグルトを生産するために使用する生

乳は、一般的なヨーグルトの２～３倍の量で

あり、ギリシャヨーグルトの需要が伸長する

ことで、多くの余剰生乳が仕向けられるため、

ギリシャヨーグルト人気の高まりは、乳業メ

ーカーだけでなく、酪農家にとっても朗報だ

としている。また、一般的なヨーグルト同様、

自家製ギリシャヨーグルト作りもブログなど

で紹介されており、自家製ギリシャヨーグル

ト作りが消費者に広まることにより、牛乳の

消費量が伸長することも期待されている。

図21　はっ酵乳の１人当たりの年間消費量の推移

資料：韓国酪農振興会「韓国乳業統計年報」
　注：年間総消費量（製品重量ベース）を国民１人当たりに換算。
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コラム２　日本と韓国の酪農構造の違い

　前述の通り、韓国は、集乳体制が３系統に分かれているなど、日本の酪農構造と異なる点が多い。

以下、日本と異なる点を整理してみたい。

１　全地域が飲用乳地域

　日本のような加工原料乳地域（北海道）と飲用乳地域（都府県）という地域区分がない上に、

生産地が消費地であるソウル市に近接している。

２　３系統の集乳体制

　日本のような一元集荷多元販売体制を目指し、日本の指定生乳生産者団体の機能を持つ酪農振

興会が設置されたものの、酪農振興会が任意加入を原則とした組織であったために、ソウル牛乳

のような大規模酪農協や乳業メーカーとの直接取引を志向する酪農家が脱退し、集乳体制は酪農

振興会、ソウル牛乳、乳業メーカーとの直接取引の３系統に分かれた。このため、集送乳経路が

交錯し、集乳経費が高いといわれている。

３　需給調整の主体は各乳業メーカー

　上記１の通り、加工原料乳地域が存在しないため、全国一体的な生乳の需給調整が困難であり、

需給調整は、各乳業メーカーが独自に行っている。このため、企業規模にかかわらず、ほとんど

の乳業メーカーが需給調整のための乳製品加工施設を所有しており、乳製品の製造コストが高い

といわれている。

４　高い牛乳小売価格

　乳価は日本並みであるが、上記２、３などのため、牛乳の小売価格は１リットル当たり2500ウォ

ン（250円）程度と、日本より高くなっている。

　このように、韓国は、加工原料乳地域が存在しないこと、指定生乳生産者団体が成立しなかっ

たこと、全国一体的な需給調整が困難なことに加え、乳製品の輸入自由化が進んでいることから、

飲用乳主体の生産となっている。

　乳価は、現在は、政府の価格支持政策（連動制）により、安定的に推移しているが、政策の変

更があれば乳価が低下し、離農の増加による生乳生産量の減少、輸入乳製品の増加という悪循環

に陥る可能性がある。
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韓国は、自国市場開放・多国間貿易による

経済成長を目指し、ＦＴＡを推進してきたこ

とで、工業分野などを中心に国際競争力をつ

けてきた。これに対し、高齢化や通貨危機の

影響で縮小傾向となっていた国内酪農は、

ＦＴＡにより自国の牛乳・乳製品市場をほぼ

開放したことで、それまで酪農家の４割近く

を占めていた小規模経営が淘汰される一方、

大規模化が進展した。

生乳生産量は、１頭当たり乳量の増加で通

貨危機以前の水準以上となったものの、口蹄

疫発生による緊急的な無税枠拡大やＦＴＡに

よる安価な乳製品輸入量の急増に加え、消費

者のダイエットブームなどによる牛乳離れに

より、余剰生乳が問題化している。

しかし、国内消費は、ヨーグルトやチーズ

を中心に伸長しており、中でも、ヨーグルト

は健康志向などにより、今以上に消費が伸長

する可能性があり、乳業メーカーを中心に消

費の刺激を目指した動きがみられる。また、

近年、食の安全の問題から輸入品志向が高ま

っている中国市場への輸出を伸ばしている。

このように、多国間貿易を強化している韓

国は、自国の牛乳・乳製品市場の開放などの

逆境を、酪農経営の大規模化、国内消費の刺

激、輸出などにより乗り越えようとしており、

今後の動向についても注視していきたい。

５　おわりに


